
個人番号カードの概要について 

資料３ 



個人番号カードの様式、申請・交付 

○ おもて面には、住所・氏名・生年 
 月日・性別が記載され、写真が表示 
 され、身分証明書として利用できる。   

○ うら面には、マイナンバーが記載 
 され、マイナンバーを証明すること 
 ができる。  

表面 裏面 

様 式 

ＩＣチップ内のＡＰ構成 

プラットフォーム 

住基ＡＰ 

ＩＣチップ 
空き領域 

公的個人 
認証ＡＰ 

電子 
証明書 

券面事項確認 
ＡＰ 

券面事項入力 
補助ＡＰ 

申請・交付 

マイナンバーの付番 

Ｈ27年10月 

マイナンバーの通知とともに、 
「個人番号カード交付申請書」を 
全国民に郵送。 

Ｈ27年10月～12月 

各市町村から、交付準備が 
できた旨の通知書を送付。 
市町村窓口へ来庁いただき、 
本人確認の上、交付。 

Ｈ28年1月～ 

◇ 氏名、住所等をプレ印刷。写真添付、署名又は 
  捺印をいただき、返信いただくだけで申請完了。 
◇ スマートフォン等で写真を撮り、オンラインで申請

いただくことも可能とする。 

◇ 交付手数料については無料。 
◇ 国民の来庁は交付時の１回のみで済むこととする。 
◇ 申請時に来庁する方式や、企業において交付申請を 
  とりまとめる方式など、多様な交付方法を用意する。 

市町村等が用意した独自      を 
搭載するために利用する。  

アプリ 

 
を格納
する。  

電  子 
証明書 

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生
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ICチップ内の 
電子証明書 
の利用には 
マイナンバー 
は使用しません 



通知カード・個人番号カード交付申請書の様式 

【おもて面】 【うら面】 

Tel XXX-XXX-XXX 
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個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書の様式 

（表） （裏） 

はがす 必要に応じ再利用 
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市区町村窓口における個人番号カード交付時の流れ（交付時来庁方式の塲合） 

事
業
者 

（J-
L
IS

よ
り
業
務
委
託
） 

住
所
地 

市
区
町
村 

番号カード 

交付通知書 
受領 来庁 カード受領 

・内容物（発行一覧
表・交付通知書・個人
番号カード）の確認 
 
 
 

【確認事項】 
・発行一覧表の内容と
交付通知書・個人番
号カードの内容の照
合 
 

・カード券面の破損・
印刷ミス等の確認 
 

など 

・交付通知書に交付
期限を記載 
 
・交付通知書送付 
 
※ある程度間隔をあ
けて順次送付するこ
とで、窓口の混雑を
緩和 

番号カード 

 

 

 

 
 

暗証番号 
記録 

 
・以下の暗証番号を設定
してもらう 
 
①署名用電子証明書用 
②利用者証明用電子証 
  明書用 
③住民基本台帳用 
④券面事項入力補助用 
 
※①英数字6～16桁、 
  ②～④数字4桁 

・代替文字情報につ
いて確認し、必要に
応じ再設定（署名用
電子証明書、券面事
項入力補助AP） 
 
・個人番号カード交付 
 
・暗証番号を忘れな
いよう、暗証番号を
記録するための書類
を交付 

 
 

・統合端末の本人確認
情報と券面情報との照
合 
 

・券面AP・補助APの情
報の確認 
 

・電子証明書の希望の
有無の確認 
→「署名用」を希望しな

い場合は破棄処理、
「利用者証明用」を希望
しない場合は失効処理
を実施 

カード・交付通知書
受領 

交付前設定 交付通知書送付 交付時本人確認 暗証番号設定 カード交付 

確認 

・申請者が提示する以下の書類によ
り本人確認を実施 
 
 
 
・交付通知書、通知カードを回収 
 

・申請者と個人番号カードの顔写真
を照合⇒明らかな差異がある場合
は写真を撮り直しの上再申請を促す 
 

・券面に印字誤りがないことを確認 
 

・統合端末の本人確認情報と本人確
認書類との照合を実施 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

本人確認書類 

通知カード 

本人確認書類 通知カード 

 
 

123・・・ 

提示 

回収 交付 

番号カード 
暗証番号 

記録 

統合端末において運
用中の住基カードがあ
れば、返納を受け、廃
止処理を行う 

交付前設定で「署名用」の破棄処理をして
いる場合は①の設定は不要、「利用者証
明用」については失効処理をしている場
合でも②の設定が必要 

住民 

 

 
 

 
 

 
 

発行一覧表 

○○○… 
○○○… 

△△△… 
△△△… 

□□□… 
□□□… 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

発行一覧表 

○○○… 
○○○… 

△△△… 
△△△… 

□□□… 
□□□… 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

交付 
通知書 

□ □□□－□□□□ 

・交付通知書   ・通知カード 
・本人確認書類 

個人番号カード・
交付通知書の 
梱包・発送等 

カード交付処理 
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個人番号カード交付時における顔認証システムの活用について 

もく 

目       的   
● 多くの国民が、日常的に多くの場面で、本人確認書類として活用する個人番号カードに貼付される顔写真については、所持者との同一性を容

易に識別できる適切なものとすることが重要 

● 個人番号カードに貼付される顔写真と申請者との同一性の判断は、カード交付時に市区町村において、目視及び顔認証システムによる判定

を併せて行うこととなるが、判断にあたっては、顔認証システムを積極的に活用することにより、不適切である個人番号カードの発行を確実に

防止 

もく 

活 用 イ メ ー ジ   

もく 

メ リ ッ ト     

①厳格な同一性の確認を行うことにより、個人番号カードの本人確認書類としての信頼性を高めることができる。 

②仮に不適切なカード貼付写真があった場合に、再申請が求められる申請者にとって、納得感が得られる手続となることから、国民の満足度向上

にも資する。 

③申請者に対し、再申請の依頼を行う市町村において、申請者の納得を得やすくなることから、事務負担の軽減が期待できる。 

申請者 
個人番号カード 

本人確認書類として適切なカードが交付・利用される 

発行処理 

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

機械判定も行うことで、納得が得られやすい 

再申請を依頼 
申請者 

個人番号カード 

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

来庁 

申請者 

窓 口 目視 

顔認証システム 

顔認証 

職員 

交付時 
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（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

個人番号カードのセキュリティ対策について（券面） 

おもて面 うら面 

セキュリティ対策 内容と必要性 

①パールインキ 見る角度によって２色に変化して見え、偽変造が困難 

②コピー牽制 
コピー機等で複写した場合、隠れた文字が浮かび上がり、真正な個人番号カードのコピーである

ことが判別できる 

③シェーディング加工 顔写真のエッジにぼかし加工を施すことで、顔写真の貼り替えが困難となる 

④レーザーエングレーブ レーザー光でカード基材を黒く変質させることで印字する技術で、偽変造が困難となる 

⑤マイクロ文字 
特定の箇所に通常のコピー機やプリンターでは印刷できない微細な文字を配置することにより、

偽造が困難となる。 

⑥彩紋パターン 微細な線やグラデーション等で複雑な模様を背景に施すことにより、偽変造が困難となる。 

①パールインキ 

⑤マイクロ文字 
④レーザーエングレーブ 

③シェーディング加工 

⑥彩紋パターン ⑥彩紋パターン 

④レーザーエングレーブ 

⑤マイクロ文字 

②コピー牽制 ④レーザーエングレーブ 

②コピー牽制 
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個人番号カード（ＩＣチップ）に、 
プライバシー性の高い個人情報は 

記録されない。 

個人番号カード（ＩＣチップ）には、プライバシー性の高い 
個人情報が記録されているので、カードを盗まれたり 

落としたりしたときに情報が漏れるのではないか心配。 

（裏面） 
     （表面） 

7 
0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

 個人番号カード（ＩＣチップ）に記録されるのは、①券面
記載事項（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、
本人の写真等）、②総務省令で定める事項（公的個
人認証に係る『電子証明書』等）、③市町村が条例で
定めた事項等、に限られる。 

 『地方税関係情報』や『年金給付関係情報』等の特定
個人情報は記録されない。 

個人番号カード（ＩＣチップ）の記録事項 



個人番号カードを紛失した場合の対応～24時間365日体制のコールセンターとカードセキュリティ対策～ 

手元に戻る場合 

市町村窓口 

・市町村窓口へ 
・一時停止を解除し、本人利用の

再開 

・市町村窓口へ 
・廃止を行い、再交付を申請 

悪意 

手元に戻らない場合 

悪用を試みる 

第三者が拾得 

本人が 
気付く 

コールセンターに連絡 

本人が 
気付かない 

カードの紛失 

本人が 
気付かない 

第三者が拾得 

コールセンター対応 

■ 24時間365日体制にて 
 対応 
 
■紛失の連絡を受け付け次第、 
 一時停止処置対応  
 
■ 日本語以外の言語にも対応 
（英語・中国語・韓国語・ 
スペイン語・ポルトガル語を予定） 

 
■ 第三者が拾得した場合、 
 早急に市町村へ連絡し、本  
人に連絡を行うように対応 

コールセンター 
に連絡 

顔写真付きであることに加え、ＩＣ
チップにはプライバシー性の高
い個人情報は記録されない 

警察に拾得物として届いた場合、本
人又は発行市町村に連絡してもらう
よう警察庁に依頼中 

警察に拾得物として届いた場合、警
察から本人又は発行市町村に連絡 

アプリ毎に異なる暗証番号を設
定し、入力を一定回数以上間違う
とカードがロック 

ICチップは偽造を目的とした不
正行為に対する耐タンパー性を
有する 

ＩＣチップを 

取り出す 

情報を 

盗み取る 

※タンパー（tamper）：「干渉する」「いじくる」「いたずらする」 

              「勝手に変える」の意 

 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
よ
り
悪
用
困
難
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個人番号カードに関するウェブサイト・コールセンターについて 

総務省 

『マイナンバー制度と個人番号カードのご案内』 （総務省ホームページ内） 

地方公共団体情報システム機構（J-LIS） 

『個人番号カード総合サイト』 

ウェブサイト ：  総務省 マイナンバー制度と個人番号カード  で検索。 

（http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/） 

ウェブサイト ：   個人番号カード総合サイト    で検索。 （https://www.kojinbango-card.go.jp ） 

 個人番号カード・通知カード・公的個人認証サービスの電子証明書等の概要や、東日本大震災被災者・DV等被害者等 

やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方の居所登録について案内。 

 個人番号カードの申請・交付方法、通知カード・個人番号カードに関するよくあるご質問等について紹介。 

個人番号カードコールセンター 

☎０５７０－７８３－５７８（全国共通ナビダイヤル） 
 通知カード・個人番号カードに関する問合せや、個人番号カード機能の一時停止申請の受付を行う。 

9 

・平日８時３０分～２２時００分 （平成２８年４月１日以降 平日８時３０分～１７時３０分） 
・土日祝９時３０分～１７時３０分（平成２８年３月３１日まで） 
・年末年始を除く。 

・個人番号カードの一時利用停止については、24時間365日受け付け。 
・一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250へ。 
・ナビダイヤルは通話料が発生。 



個人番号カードの普及・利活用に係る政府の方針 （創造宣言） 

「世界最先端IT 国家創造宣言」（平成26年6月24日閣議決定）の変更 
（平成27年6月30日閣議決定） 
Ⅲ. 目指すべき社会・姿を実現するための取組 
 ４．IT を利活用した公共サービスがワンストップで受けられる社会   
  （１） 安全・安心を前提としたマイナンバー制度の活用 
   ② 個人番号カードの普及・利活用の促進  

  

 2016年１月から国家公務員身分証との一体化を進め、あわせて、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人等の職員証
や民間企業の社員証等としての利用の検討を促す。また、2017年度以降の個人番号カードのキャッシュカードやデビットカード、
クレジットカードとしての利用やATM 等からのマイナポータルへのアクセスの実現に向けて、個人情報の保護や金融犯罪の防
止等が十分確保されることを前提に、民間事業者と検討を進める。また、2017年７月以降早期に医療保険のオンライン資格確認
システムを整備し、個人番号カードを健康保険証として利用することを可能とするほか、印鑑登録者識別カードなどの行政が発
行する各種カードとの一体化を図る。加えて、各種免許等における各種公的資格確認機能を個人番号カードに持たせることにつ
いて、その可否も含めて検討を進め、可能なものから順次実現する。 
 そして、個人番号カードの公的個人認証機能について、2017年中のスマートフォンでの読み取り申請の実現や、2019年中の利
用者証明機能のスマートフォンへのダウンロードを実現すべく、必要な技術開発及び関係者との協議を進める。 
  自動車検査登録事務では、2017年度にワンストップサービスを抜本拡大し、個人番号カードの公的個人認証機能の活用や提
出書類の合理化等を進める。 
 また、個人番号カードにより提供されるサービスの多様化を図るために、個人番号カードを利用した、住民票、印鑑登録証明書、
戸籍謄本等のコンビニ交付について、来年度中に実施団体の人口の合計が６千万人を超えることを目指す。更に、住民票を有
しない在留邦人への個人番号カードの交付や、海外転出後の公的個人認証機能の継続利用等のサービスの2019年度中の開
始を目指し、検討を進める。 
   ③マイナポータルの構築・利活用 
 個人番号カードの公的個人認証機能を活用し、官民で連携した仕組みを設け、電子私書箱機能を活用した官民の証明書類の
提出や引っ越し・死亡等に係るワンストップサービスや、テレビ・スマートフォン等を活用した電子的な行政手続等への多様なア
クセスを、2017年１月のマイナポータルの運用開始に合わせて順次実現する。 
   ④個人番号カード及び法人番号を活用した官民の政府調達事務の効率化 
 法人の代表者から委任を受けた者が、対面・書面なく電子申請・電子契約等を行うことを可能とする制度的措置及びシステム
構築に向けた検討を行い、個人番号カード及び法人番号を用いて、政府調達に関する入札参加資格審査から契約までの一 
貫した電子化を2017年度から順次開始する。 10 



個人番号カードの普及・利活用に係る政府の方針 （工程表 １／２） 

２．ITを利活用したまち・ひと・しごとの活性化による活力ある社会 
 （１）地方創生IT 利活用促進プランの推進 
○国・地方公共団体におけるIT利活用に係る行政サービスの向上 
・ 法人の代表者から委任を受けた者が、対面・書面なく電子申請・電子契約等を行うことを可能とする制度的措置及びシステム
構築に向けた検討を行い、個人番号カード及び法人番号を用いて、政府調達に関する入札参加資格審査から契約までの一貫
した電子化を2017年度から順次開始する。また、入札資格情報や調達情報の国・地方公共団体間での共有や、調達情報の取
得を容易にすることで、民間事業者による参入を促進するべく、2017年度から順次地方公共団体で上述システムの利用を可能
とする。 

・ 地域の企業等における国・地方公共団体等との契約・手続きに関し、その書類作成・送付・立ち合い等の負担を軽減するため、
個人番号カード及び法人番号等を活用して、国・地方公共団体等に関し横断的に資格審査・入札・契約を電子的に処理し得る
環境を整備する。 

○農林水産業・観光業分野等における事例の収集とガイドラインの検討等 
・ マイナンバー制度の導入を見据え、複数分野のサービス等の連携、新たな社会サービスの創出のインフラとなる公的個人認
証サービスの活用を推進する。 
４．ITを利活用した公共サービスがワンストップで受けられる社会 
 （１）安全・安心を前提としたマイナンバー制度の活用 
○マイナンバー制度の導入 
・ 2015年10月より個人番号（以下、マイナンバー）･法人番号の付番･通知を行い、2016年１月より利用を開始する。 
○マイナポータルの構築・利活用 
・ 国民の利便性の向上や安全・安心の確保の観点から、情報通信に係る市場・技術の動向を踏まえ、スマートフォン、タブレット
端末やテレビ等、利用チャネル及び認証手段の拡大に向けた検討を行う。特にCATVについては、次世代セットトップボックス
等への個人番号カードの読み取り機能の実装に向けた取組を推進する。 

「世界最先端IT 国家創造宣言 工程表」改定 
（平成27年6月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定） 
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個人番号カードの普及・利活用に係る政府の方針 （工程表 ２／２） 

○個人番号カードの普及・利活用の促進 
・ 2016年1月より、個人番号カードの交付を開始する（電子証明書を含めて初回交付無料）。なお、交付に当たっては、顔認証シ
ステムも補助的に活用する。 

・ 2016年1月から国家公務員身分証との一体化を進め、併せて、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人等の職員証や
民間企業の社員証等としての利用の検討を促す。 

・ 2017年度以降の個人番号カードのキャッシュカードやデビットカード、クレジットカードとしての利用やATM 等からのマイナ
ポータルへのアクセスの実現に向けて、個人情報の保護や金融犯罪の防止等が十分確保されることを前提に、民間事業者と
検討を進める。 

・ 2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、個人番号カードを健康保険証として利用することを
可能とする。 

・ 印鑑登録者識別カード等の行政が発行する各種カードとの一体化等、市町村による独自利用の推進を図る。 
・ 各種免許等における各種公的資格確認機能を個人番号カードに持たせることについて、その可否も含めて検討を進め、可能
なものから順次実現する。 

・ 個人番号カードの公的個人認証機能について、2017年中のスマートフォンでの読み取り申請の実現や、2019年中の利用者
証明機能のスマートフォンへのダウンロードを実現すべく、必要な技術開発及び関係者との協議を進める。 

・ 個人番号カードを利用した、住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本等のコンビニ交付等を利用できる地方公共団体・事業者を
拡大するとともに、対象手続きの拡大について検討を行い、2016年1月以降、順次、拡大を行い、コンビニ交付について2016年
度中に実施団体の人口の合計が６千万人を超えることを目指す。 

・ 住民票を有しない在留邦人への個人番号カードの交付や、海外転出後の公的個人認証機能の継続利用等のサービスの
2019年度中の開始をめざし、検討を進める。 

・ 公的な身分証明書として、2016年１月までに、法令に基づくものを含め、官民の様々な本人確認を要する場面において本人
確認手段として利用できるよう、取扱上の留意点を含め、調整・周知を行う。 

・ 個人番号カードで利用できる公的個人認証サービスについて、2016年1月より、署名用電子証明書の有効期間を発行後の５
回目の誕生日までに延長するとともに、利用者証明用電子証明書を導入する。また、対面・書面に代わるものとして、当該サー
ビスを利用した行政手続き等の拡大･見直しについて検討を行い、2016年１月以降、順次、実施するとともに、署名検証者の、
金融機関や医療機関、CATV事業者等の民間事業者への拡大に向け、民間におけるユースケースの明確化に係る実証、民間
事業者への利用の働きかけ等を行う。 

・ 自動車検査登録事務では、2017年度にワンストップサービスを抜本拡大し、個人番号カードの公的個人認証機能の活用や提
出書類の合理化等を進めるための検討を行う。 12 



2015年５月20日 
第９回マイナンバー等分科会配布資料 
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